
域脱炭素・京都コンソーシアムについて

■設立日

令和4年12月1日（木曜日）

■設立趣旨

• 幅広い企業ネットワークを有する地域金融機関の有する幅広い企業ネットワーク
を活用して中小企業の脱炭素化を促進することを目的に設立。

• 構成団体である地域金融機関は、社会的に投融資先の脱炭素化の促進が求められ
て、ESG投融資※目標設定を行う機関も存在するが、その体制・手法の整備に課
題を抱えており、本コンソーシアムにおいて課題解決（ノウハウの共有等）を図
る。 ※ 環境（E：Environment）、社会（S：Social）、ガバナンス（G：Governance）の課題を考慮する投融資

• また、産業界も脱炭素に向けた取組が求められる中、特に中小企業については、
行政や地域金融機関の支援が必要であり、本コンソーシアムを通じて効果的な行
政の支援や金融機関の投融資メニューの整備の充実を図る。

■構成団体

区分 機関名

金融機関 株式会社京都銀行、京都信用金庫、京都中央信用金庫、京都北都信用金庫

産業界
公益財団法人京都工業会、京都商工会議所、
一般社団法人京都知恵産業創造の森

行政機関 京都市、京都府

参考資料３
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⚫ 京都府が事務局を務め、経済界・金融機関・コンサル等で構成
⚫ 中小企業の早期の脱炭素化に向け、大局的な視点から意見

を聴取

■ 研究会の議論を地域にブレークダウン（実践へ）
⇒ 優良事例等の情報発信、地域・企業の実践後押しなど

⚫ 地域金融機関の営業力を活かした中小企業の脱炭素化により、地域脱炭素化とともに地域経済の成長・活性化を図る

コアメンバー 京都銀行・京都中央信用金庫・京都信用金庫・京都北都信用金庫

京都商工会議所・京都工業会・京都知恵産業創造の森

Ⅰ 地域脱炭素化に向けたESG投資研究会

会 員 府内中小企業（将来）事務局 京都府 三井住友信託銀行
R４委託

Ⅳ 環境配慮型経営転換対応資金（仮称）

Ⅴ 京都ゼロカーボン・フレームワーク

⚫府条例（計画書制度）を準用したサステナブルファイナンス
のフレームワークを構築

⚫金融機関×中小企業は同フレームワークを活用し、ESG投
資・脱炭素化を促進

府内企業

金融機関 京都府

①CO2の見える化
②削減の進捗公開

報告書提出

報告書の評価・公表

融資
（GL、SLL）

Ⅱ サプライチェーン脱炭素化支援事業

⚫ 中小企業による削減計画策定やSBT認証の取得をサポート
⇒ 共同申請のメーカー等（大企業）のScope3削減・競争力強化

（参考）京都府の中小企業支援体制
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Ⅲ 地域脱炭素化・京都コンソーシアム

金融機関等と連携した中小企業の脱炭素化促進の取組

（検討中）

資金
調達

（府の支援）
・制度融資（Ⅳ）
・フレームワーク構築（Ⅴ）

産業界

金融機関 基礎自治体 京都市

■ コンソーシアムに府の金融支援を共有⇒案件発掘

地域脱炭素化・京都コンソーシアムについて
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⚫ 本年４月施行の改正温対法では、脱炭素社会の実現に向け、市町村が再エ
ネ事業の「促進区域」を設定可能とする制度を措置。

⚫ 促進区域は、国が定める基準のほか、都道府県が基準を定めている場合には、
当該基準に従い、市町村が設定。

⚫ 促進区域内で行われる「地域脱炭素化促進事業（再エネ設備等の設置事
業）」は、市町村の計画認定を受けることが可能であり、認定を受けた事業は、
環境影響評価法に基づく環境アセスメント（以下「法アセス」）の配慮書の手
続省略等の特例措置の対象※となる。

※法アセスの配慮書手続の省略は、都道府県基準が設定されている場合に限る。

促進区域について
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地域脱炭素化促進事業の導入促進について

⚫ 2050年カーボンニュートラルの実現に向けて、地域の再エネの最大限導入が必要。

→ 京都府では円滑な合意形成を図り、適正に環境に配慮し、地域のメリットにもつながる、

地域と共生する再エネ事業（地域脱炭素化促進事業※）の導入を促進していく。

地域脱炭素化促進事業の対象となる

促進区域

地域脱炭素化

促進事業

再エネを利用した地域の脱炭素化のための施設（地域脱炭素化促進施設）
の整備及びその他の「地域の脱炭素化のための取組」を一体的に行う事業で
あって、「地域の環境の保全のための取組」及び「地域の経済及び社会の持続
的発展に資する取組」を併せて行うもの。

地域脱炭素化促進事業の促進区域は、地域脱炭素
化促進事業を推進するため、国が定める環境保全に
係る基準に従い、都道府県基準に基づいて市町村が
設定する区域

※ 温暖化対策法第21条第５項で規定する事業

地域脱炭素化促進事業を促進していくために市町村が定める事項（努力義務）

「地域の環境保全の取組」及び「経済地域

経済･社会の持続的発展に資する取組」

環境保全の見地から地域で課題となっている事柄について環
境の改善を図る取組や、新たな環境価値の創出を伴う取組
（プラス面の環境影響をもたらす）を事業計画に盛り込む

地域の経済活性化や地域課題の解決に貢献し、地域に お
ける再エネの社会的受容性の向上を図り、地域の魅力と質
を向上させる地方創生につながるものとなるよう促す市町村の促進区域の設定に向けて、国・

都道府県において環境配慮基準を定める

促進区域について
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促進区域の候補となる具体的なエリアの明示について

⚫ 京都府で定めた環境配慮基準をもとに、京都府内の市町村にて促進区域（地域脱炭素化促進
事業の対象となる区域）の設定が積極的に進むよう

・ 地域脱炭素のための促進区域の候補となる具体的なエリア

・ 想定される地域の環境保全及び地域経済・社会の持続的発展への貢献

について、環境配慮基準と共に示すこととする。

（環境省 地域脱炭素のための促進区域設定等に向けたハンドブック（第１版）P16引用）

促進区域について
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府の示す「例示」について

市町村が設定する促進区域（○）の例示

府の例示①

市町村の努力義務

⚫ 「地域の経済及び社会の持続的発展に資する取
組」 の明記【実行計画への明記】

市町村の努力義務

⚫ 府は、市町村が定める促進区域や「地域経済・社会の持続的発展に資する取組」について例示を
行う予定（法定外項目、以下イメージ）

⚫ 促進区域等の設定【実行計画への明記】

「地域経済･社会の持続的発展に資する取組」
の例示

府の例示②

＜例＞

⚫ 営農が見込まれない荒廃農地★

⚫ 市町村等が管理する廃棄物最終処分場跡地

⚫ 市町村等の有する遊休地

⚫ ため池管理保全法に基づき適正に管理されたため池★

⚫ 商業施設・市町村等の管理する駐車場★

⚫ 企業等の工場跡地★

＜例＞

⚫ 災害時の地域への電力供給★

⚫ 売電収入による地域貢献★

⚫ 原野化した荒廃農地の再エネ整備による獣害対策

⚫ 地元の雇用創出や人材の育成

★：第１回委員会の委員意見
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脱炭素先行地域について

（環境省 脱炭素先行地域募集（第３回）等に関する説明会資料から抜粋） 7



8（環境省 脱炭素先行地域募集（第３回）等に関する説明会資料から抜粋）

脱炭素先行地域について



9（環境省 令和5年度(2023年度)エネルギー対策特別会計予算（案） 補助金・委託費等事業（事業概要）から抜粋）

脱炭素先行地域について
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脱炭素先行地域について

（環境省 令和5年度(2023年度)エネルギー対策特別会計予算（案） 補助金・委託費等事業（事業概要）から抜粋）


